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【 補 正 の 内 容 】
　 　 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 　 【 請 求 項 １ 】 　

　 　 　 【 請 求 項 ２ 】 　

　 　 　 【 請 求 項 ３ 】 　

　 　 　 【 請 求 項 ４ 】 　

　 　 　 【 請 求 項 ５ 】 　

　 　 　 【 請 求 項 ６ 】 　

　 　 　 【 請 求 項 ７ 】 　

　 　 　 【 請 求 項 ８ 】 　
　 　 　 【 請 求 項 ９ 】 　

ス キ ー 車 両 で あ っ て 、
　 シ ー ト と 、
　 当 該 ス キ ー 車 両 を 操 舵 す る 舵 取 り 手 段 と 、
　 前 記 シ ー ト 及 び 舵 取 り 手 段 を 支 持 す る フ レ ー ム 手 段 と 、
　 前 記 舵 取 り 手 段 に 取 り 付 け ら れ る 前 方 ス キ ー 部 材 と 、
　 後 方 ス キ ー 部 材 と 、
　 前 記 フ レ ー ム 手 段 に 前 記 後 方 ス キ ー 部 材 を 、 前 記 後 方 ス キ ー 部 材 上 に お け る 長 手 方 向 に
離 間 し た 位 置 に て 回 動 可 能 に 取 り 付 け る 回 動 取 り 付 け 手 段 で あ っ て 、 前 記 後 方 ス キ ー 部 材
が 前 記 離 間 し た 位 置 の 間 で 撓 む こ と が 許 容 さ れ 、 且 つ 、 前 記 後 方 ス キ ー 部 材 と 前 記 フ レ ー
ム 手 段 と の 間 の 回 動 が 前 記 離 間 し た 位 置 に お い て の み 許 容 さ れ る よ う に す る 、 回 動 取 り 付
け 手 段 と 、
　 前 記 後 方 ス キ ー 部 材 と 前 記 シ ー ト の 間 に 配 置 さ れ 、 前 記 フ レ ー ム 手 段 の そ れ ぞ れ の 側 で
延 在 し 、 ユ ー ザ の 足 を 支 持 す る フ ッ ト レ ス ト 手 段 と 、 を 含 む ス キ ー 車 両 。

前 記 フ ッ ト レ ス ト 手 段 が 、 前 記 フ レ ー ム 手 段 上 に 固 定 し て 配 置 さ れ
る 、 請 求 項 １ 記 載 の ス キ ー 車 両 。

前 記 前 方 ス キ ー 部 材 及 び 前 記 後 方 ス キ ー 部 材 が 、 同 一 の 幅 を 有 す る
、 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の ス キ ー 車 両 。

前 記 フ ッ ト レ ス ト 手 段 が 、 前 記 フ レ ー ム 手 段 の 反 対 側 で 延 在 す る 対
の フ ッ ト レ ス ト を 含 む 、 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か に 記 載 の ス キ ー 車 両 。

前 記 回 動 取 り 付 け 手 段 が 、 前 記 フ レ ー ム 手 段 に 前 記 後 方 ス キ ー 部 材
を 、 第 ３ フ レ ー ム 部 材 の 端 部 の 近 傍 で 取 り 付 け る 、 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か に 記 載 の ス キ
ー 車 両 。

第 １ フ レ ー ム 部 材 が 、 前 記 シ ー ト を 支 持 す る 、 請 求 項 １ ～ ５ の い ず
れ か に 記 載 の ス キ ー 車 両 。

ヘ ッ ド セ ッ ト が 、 前 記 舵 取 り 手 段 を 回 動 可 能 に 支 持 し 、 前 記 舵 取 り
手 段 が 、 少 な く と も １ つ の フ ォ ー ク 部 材 に 取 り 付 け ら れ た 対 の ハ ン ド ル バ ー を 含 み 、 前 記
少 な く と も １ つ の フ ォ ー ク 部 材 の 下 端 が 、 前 記 前 方 ス キ ー 部 材 に 取 り 付 け ら れ る 、 請 求 項
１ ～ ６ の い ず れ か に 記 載 の ス キ ー 車 両 。

対 の フ ォ ー ク 部 材 を 含 む 、 請 求 項 ７ に 記 載 の ス キ ー 車 両 。
前 記 ハ ン ド ル バ ー が 、 前 記 ヘ ッ ド セ ッ ト の 近 傍 に 配 置 さ れ 、 ド ラ ッ



　 　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　

　 　 　 【 請 求 項 １ １ 】

　 　 　 【 請 求 項 １ ２ 】 　

　 　 　 【 請 求 項 １ ３ 】 　

　 　 　 【 請 求 項 １ ４ 】 　

　 　 　 【 請 求 項 １ ５ 】 　

　 　 　 【 請 求 項 １ ６ 】 　
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グ リ フ ト 又 は 他 の ト ー リ フ ト を 吸 収 す る よ う に 形 状 付 け ら れ 且 つ 離 間 さ れ る 、 請 求 項 ７ 又
は ８ 記 載 の ス キ ー 車 両 。

前 記 フ ォ ー ク 部 材 が 、 前 記 前 方 ス キ ー 部 材 に 直 接 的 に 又 は 間 接 的
に 回 動 可 能 に 取 り 付 け ら れ る 、 請 求 項 ８ 又 は ９ 記 載 の ス キ ー 車 両 。

　 前 記 前 方 ス キ ー 部 材 が 、 前 記 フ レ ー ム 手 段 の 長 手 方 向 に 交 差 す る
少 な く と も １ 軸 ま わ り の 移 動 の た め に 前 記 フ ォ ー ク 部 材 に 取 り 付 け ら れ 、 該 軸 が 、 前 記 前
方 ス キ ー 部 材 及 び 後 方 ス キ ー 部 材 が 整 列 し た と き に 画 成 さ れ る 、 請 求 項 ８ 記 載 の ス キ ー 車
両 。

前 記 舵 取 り 手 段 が 、 一 以 上 の サ ス ペ ン シ ョ ン 部 材 に よ り 前 記 前 方
ス キ ー 部 材 に 取 り 付 け ら れ る 、 請 求 項 １ ～ １ １ の い ず れ か に 記 載 の ス キ ー 車 両 。

前 記 前 方 ス キ ー 部 材 が 、 前 記 舵 取 り 手 段 に 回 転 可 能 に 接 続 さ れ 、
当 該 ス キ ー 車 両 が 、 前 記 前 方 ス キ ー 部 材 の 回 動 を 緩 和 す る 手 段 を 含 む 、 請 求 項 １ ～ １ ２ の
い ず れ か に 記 載 の ス キ ー 車 両 。

前 記 フ ッ ト レ ス ト 手 段 が 、 足 固 定 用 の 摩 擦 の あ る 上 側 の 面 を 含 む
、 請 求 項 １ ～ １ ３ の い ず れ か に 記 載 の ス キ ー 車 両 。

最 も 後 方 の フ レ ー ム 手 段 へ の 取 り 付 け の 後 方 に 設 置 さ れ た 前 記 後
方 ス キ ー 部 材 の 後 方 部 分 は 、 略 一 定 の 幅 を 有 す る 後 方 ス キ ー 部 材 の 残 り 部 分 よ り も 幅 が 広
い 、 請 求 項 １ ～ １ ４ の い ず れ か に 記 載 の ス キ ー 車 両 。

前 記 回 動 取 り 付 け 手 段 が 、 前 記 フ レ ー ム 手 段 に 前 記 後 方 ス キ ー 部
材 を 、 前 記 後 方 ス キ ー 部 材 上 に お け る 長 手 方 向 に 離 間 し た ２ 位 置 に て 回 動 可 能 に 取 り 付 け
、 該 離 間 し た ２ 位 置 に お い て の み 前 記 フ レ ー ム 手 段 に 対 す る 前 記 後 方 ス キ ー 部 材 の 回 動 を
許 容 す る 、 請 求 項 １ ～ １ ５ の い ず れ か に 記 載 の ス キ ー 車 両 。
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